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日常生活介助 

 

 

日常生活上

の世話 

食事の提供及

び介助 

1 食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行

います。 

2 嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行い

ます。 

入浴の提供及

び介助 

1 １週間に 2 回以上、事前に健康管理を行い、適切な方法

で入浴の提供又は清拭（身体を拭く）、洗髪などを行い

ます。 

2 寝たきり等で座位のとれない方は、機械浴での入浴を提

供します。 

排せつ介助 
介助が必要な利用者に対して、自立支援を踏まえ、トイレ誘

導やおむつ交換を行います。 

離床・着替え・

整容等 

1 寝たきり防止のため、できる限り離床していただくよう

に配慮します。 

2 生活リズムを考え、毎朝夕の着替えのほか、必要時に着

替えを行います。 

3 個人の尊厳に配慮し、適切な整容が行われるように援助

します。 

4 シーツ交換は、定期的に週○回行い、汚れている場合は

随時交換します。 

移動･移乗介助 
介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗

の介助を行います。 

服薬介助 
介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬

の介助、服薬の確認を行います。 

 


